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評価制度について
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岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例（抜粋）

（事業活動環境配慮指針）

第十一条 知事は、事業者がその事業活動に伴う温室効果ガスの排出を効果的に抑制するために必要な

事項に関する指針（以下「事業活動環境配慮指針」という。）を定めるものとする。

２ 知事は、事業活動環境配慮指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。

（温室効果ガス排出削減計画書の作成等）

第十三条 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者として規則で定める者（以下

「特定事業者」という。）は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画書（以下「温

室効果ガス排出削減計画書」という。）を作成し、知事に提出しなければならない。この場合において、

温室効果ガス排出削減計画書の作成は、事業活動環境配慮指針に基づいて行うものとする。

一～四 略

２ 特定事業者以外の事業者（以下「中小排出事業者」という。）は、前項の規定の例により、温室効果

ガス排出削減計画書を作成し、知事に提出するよう努めるものとする。

３ 略

（温室効果ガス排出削減計画実績報告書の提出）

第十四条 前条第一項又は第二項の規定により温室効果ガス排出削減計画書を提出した事業者は、＜～中

略～＞措置の実施状況を記載した報告書（以下「温室効果ガス排出削減計画実績報告書」という。）を作

成し、知事に提出しなければならない。

（温室効果ガス排出削減計画書等の公表及び評価）

第十五条 知事は、第十三条第一項若しくは第二項の規定による温室効果ガス排出削減計画書の提出、同

条第三項の規定による変更後の温室効果ガス排出削減計画書の提出又は前条の規定による温室効果ガス排

出削減計画実績報告書の提出があったときは、速やかにその概要を公表するとともに、その内容について

評価を行うものとする。

２ 知事は、前項の評価を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を公表するものとする。

（顕彰）

第四十二条 知事は、地球温暖化対策及び気候変動適応に関する取組を積極的に行う事業者、県民及び民

間団体の顕彰を行うものとする。

（指導及び助言）

第四十三条 知事は、事業者、県民及び観光旅行者等が、この条例に基づく地球温暖化対策及び気候変動

適応に関する取組を行う場合において、必要な指導及び助言をすることができる。

岐阜県地球温暖化防止・気候変動適応計画（抜粋）

条例に基づき提出された温室効果ガス排出削減計画書や削減実績報告書等（削減計画書等）は、県において計画内容や温室効果ガス排出
量削減状況等の評価・公表を行い、積極的に温室効果ガス排出削減に取り組めるよう優良事業者に対する顕彰制度や優遇施策の創設を検討
します。

評価制度に関する県条例・県計画での位置付け（参考）

岐阜県地球温暖化防止及び気候変動適応基本条例施行規則（抜粋）

（温室効果ガス排出削減計画書の作成等）

第六条 条例第十三条第一項（同条第二項においてその例による場合を含む。）の温室効果ガス排

出削減計画書は、当該計画書を提出する日の属する年度から三箇年度（以下「削減計画期間」とい

う。）を対象とし、事業所（前条第二号及び第三号に掲げる者にあっては、事業者）ごとに、別記

第一号様式により作成し、削減計画期間の初年度の七月末日までに提出するものとする。

２ 条例第十三条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項（第一号に掲げる事項につ

いては、特定事業者が前条第一号及び第四号に掲げる者である場合に限る。）とする。

一 事業所の名称及び所在地

二 事業所において行われる事業

三 削減計画期間

四 社内推進体制

五 中長期的な温室効果ガス削減目標

六 エネルギー使用の状況

七 先進的対策の計画

八 その他知事が必要と認める事項

３ 条例第十三条第三項の変更後の温室効果ガス排出削減計画書は、別記第一号様式により作成し、

速やかに提出するものとする。

（温室効果ガス排出削減計画実績報告書の提出）

第七条 条例第十四条の温室効果ガス排出削減計画実績報告書は、別記第二号様式により作成し、

削減計画期間の各年度の翌年度の七月末日までに提出するものとする。

（温室効果ガス排出削減計画書等の評価結果の公表の方法）

第七条の二 条例第十五条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を県が開設するインター

ネットのホームページに掲載して行う。

一 知事が別に定める評価基準に従い、温室効果ガスの排出の抑制に関する取組の状況等が優れて

いると知事が認めた温室効果ガス排出削減計画書、変更後の温室効果ガス排出削減計画書又は温室

効果ガス排出削減計画実績報告書（温室効果ガス排出削減計画実績報告書にあっては、削減計画期

間の最終年度に係るものに限る。）を提出した事業者の氏名（法人にあっては、その名称）

二 その他知事が必要と認める事項



評価制度の対象

特定事業者（義務提出）

１ 前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500KL/年以上の事業所を県内に有する事業者
２ 24時間営業を常態とし、前年度の県内事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500KL/年

以上の小売業者、サービス事業者
※コンビニ等フランチャイズ事業者の場合は、親業者と加盟業者の県内事業所の合計

３ 使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の台数が前年度の末日において次のいずれかに
該当する運輸事業者

※トラック100台以上、バス100台以上、タクシー150台以上
４ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上であって、エネルギー起源CO2以外の

温室効果ガスの排出量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン/年以上排出する
事業場を県内に有する事業者

中小排出事業者（努力義務提出）

特定事業者以外の事業者

対象事業者



第1次計画期間（令和4～６年度） 第2次計画期間（令和7～9年度）

事
業
者

岐
阜
県

令和4年度 令和5年度
令和6年度

令和7年度

計画書
の作成
(第1次)

受理

提出
（7月末）

①計画書の
評価

（A,B,C）

評価結果
の通知

①計画書の
評価結果
公表
(いずれかA)

計画に基づく取組み

⑤助言
（B,C）

計画書
の概要
公表
(全事業者)

支援
アドバイス

提出
（7月末）

④表彰
※3

提出
（7月末）

評価結果
の通知

表彰・支援
アドバイス

評価Aに
インセンティブ

※3 全てA評価のうち、特に優れた取組みを実施した事業者

評価制度の流れ

※1 削減計画期間の１年目(R４)、２年目(R５)の報告書

②報告書
の評価※1

(A,B,C)

評価結果
の通知

計画に基づく取組み

ｖ
報告書
の作成

(第1次）
※1

最終年度
報告書
の作成
(第1次)

※2

※2 削減計画期間の３年目(最終年度(R6))の報告書

受理
※１

報告書
の概要
公表※1

(全事業者)

⑤助言
内容
公表

受理
※2

③最終年度
報告書の評価
※2（A,B,C）

③最終年度
報告書の
評価結果
公表※2

(いずれかA)

最終年度
報告書の
概要公表

※2
(全事業者)

⑤助言
（B,C）

計画書
の作成
（第2次）

以降
同様

支援
アドバイス

⑤助言
（B,C）

⑤助言
内容
公表

⑤助言･表彰
内容公表



評価の概要
➢ 評価項目：「温室効果ガス総合排出量の削減率」、「温室効果ガス総合排出原単位の削減率」、

「温室効果ガスの排出を抑制するために実施する措置」の３項目

・温室効果ガス総合排出量：事業活動に伴う温室効果ガス排出量から、森林吸収量などの補完的手段に

よる削減量を差し引いた後（カーボンオフセット）の数値

・温室効果ガス総合排出原単位：温室効果ガス総合排出量を当該年度の生産数量、建物延床面積等の

温室効果ガス排出量と密接な関係を持つ値等で除して得た数値

・温室効果ガスの排出を抑制：温室効果ガス排出量を削減するために事業者に求められる措置

するために実施する措置 （工場・業務部門、運輸部門の2種類があり、該当部門を選択）

評
価

評価項目・基準
公
表

助
言

(※)

通
知温室効果ガス

総合排出量の削減率
温室効果ガス

総合排出原単位の削減率
温室効果ガスの排出を抑制するた

めに実施する措置

A ４％以上 ４％以上 実施率 ９０％以上 ○ ○

B ０％ ～ ４％未満 ０％ ～ ４％未満 実施率 ５０％ ～ ９０％未満 ○ ○

C ０％未満 ０％未満 実施率 ０％ ～ ５０％未満 ○ ○

※ 必要に応じて助言



区分
提出
件数

基準年度
排出量(t-CO2)

目標年度（令和6年度）排出量
(t-CO2)

・前年度において使用した燃料の量並びに前年度において他人から供給された
熱及び電気の量をエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第四条各
項に定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量が千五百キロ
リットル以上である事業所

320 5,205,320 4,876,216

・小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、そ
の県内に存する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が千五百キロ
リットル以上であるもの
・親業者であって、当該親業者及び加盟業者の県内に存する全ての事業所の原
油換算エネルギー使用量の合計が千五百キロリットル以上であるもの

5 54,023 52,102

道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業を営む者であって、使用の
本拠の位置を県内に登録している自動車の総数が、前年度の末日において次の
いずれかに該当するもの
・貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用
に供する自動車の台数が百台以上であること。
・道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自
動車の台数が百台以上であること。
・道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供
する自動車の台数が百五十台以上であること。

11 49,595 47,112

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第六条第二号から第八号までに規定
する事業所のいずれかを県内に設置している者であって、四月一日において常
時使用する従業員の数が二十一人以上であるもの

17 1,985,048 1,920,421

（重複を除く） 2 41,151 39,446

小計 338 5,350,089 5,014,876

14 27,541 25,859

352 5,377,630 5,040,735

＜計画書（温室効果ガス排出削減計画書（計画期間：令和４年度～令和６年度）の評価（令和６年４月末時点））＞

■提出状況及び排出量

特定事業
者

中小排出事業者

総数



＜実績報告書（令和４年度温室効果ガス排出削減計画実績報告書の評価（令和６年４月末時点））＞

区分
提出
件数

令和4年度
排出量(t-CO2)

目標年度（令和6年度）排出量
(t-CO2)

・前年度において使用した燃料の量並びに前年度において他人から供給された
熱及び電気の量をエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第四条各
項に定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量が千五百キロ
リットル以上である事業所

312 4,929,021 4,818,906

・小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者であって、そ
の県内に存する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が千五百キロ
リットル以上であるもの
・親業者であって、当該親業者及び加盟業者の県内に存する全ての事業所の原
油換算エネルギー使用量の合計が千五百キロリットル以上であるもの

5 55,548 52,102

道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業を営む者であって、使用の
本拠の位置を県内に登録している自動車の総数が、前年度の末日において次の
いずれかに該当するもの
・貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用
に供する自動車の台数が百台以上であること。
・道路運送法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自
動車の台数が百台以上であること。
・道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供
する自動車の台数が百五十台以上であること。

10 42,465 39,632

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第六条第二号から第八号までに規定
する事業所のいずれかを県内に設置している者であって、四月一日において常
時使用する従業員の数が二十一人以上であるもの

17 2,043,198 2,008,111

（重複を除く） 2 41,888 39,446

小計 329 5,068,922 4,950,086

13 26,044 23,903

342 5,094,966 4,973,989

■提出状況及び排出量

特定事業
者

中小排出事業者

総数


